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令和６年度国民健康保険税率改定について 

 

◆ 今回の協議事項について 

 １ 税率改定で見込む効果額について 

 

 ２ 税率等の改定内容について 

 

 参 考  

 

 

  

〇 前回（R5.5.23）の入間市国民健康保険運営協議会での協議事項 

 ・ 令和６年度に 賦課方式を ４方式から ２方式へ移行してよろしいか 

  ➡ 賦課方式を２方式へ移行する 

 ・ 令和６年度に 保険税率等の改定を実施してよろしいか 

  ➡ 改定を実施する 

・  保険税率等の改定実施時期を 令和６年度 と 令和８年度 としてよろしいか 

➡ 実施時期を令和６年度と令和８年度とする 

 

 

１ 税率改定で見込む効果額について 

 

 【事務局(案)】賦課額にして 約３億円 の 増額 を見込む改定の実施 

 

 上記【事務局(案)】の提案理由は以下のとおり。 

 

⑴  現行税率と標準保険税率との差額の半分程度を解消する改定では、今後の標準保険税率の

上昇に対して保険税負担が追い付いて行けず、次回（令和８年度予定）改定の規模が大きく

なってしまうことから、今回の改定では少なくとも３分の２程度の解消が必要と考える。 

 

  ［現行税率と標準保険税率との差額］         R5.7.6時点の被保険者状況での試算 

 医療分 支援分 介護分 計 

現行税率 2,038,180,538円 699,269,572円 212,872,428円 2,950,322,538円 

標準保険税率 2,213,232,214円 898,037,827円 291,086,419円 3,402,356,460円 

差 △175,051,676円 △198,768,255円 △ 78,213,991円 △452,033,922円 

   ※ 452,033,922 円×2/3＝301,355,948 円 

 

⑵  令和５年度当初予算の法定外繰入金計上額 4 億 6,761万円の概ね３分の２の額 

 

   ※ 467,610,000 円×2/3＝311,740,000 円 

 

 

資料３ 
令和 5年 7月 18日 
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２ 税率等の改定内容について 

 

 【事務局(案)】改定案①～③を提示 

 現行税率 
改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険 

税  率  増 減  増 減  増 減 

医 
 

療 

所得割 7.40％ 7.20％ △ 0.20％ 7.00％ △ 0.40％ 6.50％ △ 0.90％ 6.59％ 

資産割 10.00％ － 廃止 － 廃止 － 廃止 － 

均等割 20,000円 33,000円 +13,000 円 34,000円 +14,000 円 35,000円 +15,000 円 39,845円 

平等割 3,000円 － 廃止 － 廃止 － 廃止 － 

支 

援 

所得割 2.40％ 2.70％ + 0.30％ 2.60％ + 0.20％ 2.70％ + 0.30％ 2.75％ 

均等割 10,000円 13,000円 + 3,000 円 14,000円 + 4,000 円 16,000円 + 6,000 円 16,109円 

介 

護 

所得割 1.60％ 2.35％ + 0.75％ 2.25％ + 0.65％ 2.30％ + 0.70％ 2.38％ 

均等割 13,000円 14,000円 + 1,000 円 16,000円 + 3,000 円 16,000円 + 3,000 円 17,250円 

計 

所得割 11.40％ 12.25％ + 0.85％ 11.85％ + 0.45％ 11.50％ + 0.10％ 11.72％ 

資産割 10.00％ － 廃止 － 廃止 － 廃止 － 

均等割 43,000円 60,000円 +17,000 円 64,000円 +21,000 円 67,000円 +24,000 円 73,204円 

平等割 3,000円 － 廃止 － 廃止 － 廃止 － 

 

 [賦課額の試算] … R5.7.6現在の被保険者情報を用いて上記の税率で試算した賦課総額 

現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

2,950,322,538円 3,249,516,696円 3,251,283,221円 3,251,425,584円 3,402,356,460円 

[現行税率との差] 299,194,158円 300,961,683円 301,103,046円 452,033,922円 

[不足の解消割合] 66.19％ 66.58％ 66.61％  

 

 改定案① … 応能分（所得割）を高めに設定し、３案の中では低所得層の負担増を抑えた案 

       [メ リ ッ ト] 低所得層や多子世帯の負担増が３案の中で最も抑えられる 

              負担増となる額の増額幅が３案の中で最も抑えられる 

       [デメリット] 税負担割合が重くなりがちな中間所得層の負担が大きくなる 

              賦課限度額超過世帯数・超過額が３案の中で最も大きくなる 

 

 改定案② … 改定案①と改定案③のバランスをとった案 

       [メ リ ッ ト] 改定案①・改定案③の持つデメリットがやや軽減される 

       [デメリット] 改定案①・改定案③の持つメリットの効果がやや薄くなる 

 

 改定案③ … 医療分の所得割を標準保険税率より下まで大幅に引き下げ、全ての率の値を標準

保険税率以下とした案 

       [メ リ ッ ト] 中間所得層の負担増が３案の中で最も抑えられる 

              標賦課限度額超過世帯数・超過額が３案の中で最も小さくなる 

       [デメリット] 低所得層や多子世帯の負担増が３案の中で最も大きくなる 

              負担増となる額の増額幅が３案の中で最も大きくなる 
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 税率改定による賦課額の増減について 

 改定案① 改定案② 改定案③ 

賦課額が最も増額となる世帯の増加額 ＋ 135,100円 ＋ 139,700円 ＋ 149,100円 

賦課額が最も減額となる世帯の減少額  △ 280,800円 △ 292,000円 △ 306,900円 

１世帯あたりの平均増減額 ＋ 14,405円 ＋ 14,490円 ＋ 14,497円 

被保険者１人あたりの平均増減額 ＋  9,589円 ＋  9,645円 ＋  9,650円 

 

 ［賦課額が最も増額となる世帯］ 

 

 

 

世帯構成 

 7 人世帯(世帯主・配偶者・子 5 人) 

世帯所得 

 世帯主 3,754,278 円 

 配偶者  410,000 円 

  子    19,240 円 

固定資産税 

 世帯主   42,400 円 

世帯主 

40 代 

 配偶者 

40 代 
  

  

      

 
子 

20 代 
 

子 

20 代 
 

子 

10 代 
 

子 

10 代 
 

子 

10 代 
 

 

   ・ 賦課額 ［現行］622,000円 → ［改定案①］757,100 円（＋135,100円） 

                     ［改定案②］761,700 円（＋139,700円） 

                     ［改定案③］771,100 円（＋149,100円） 

 

 ［賦課額が最も減額となる世帯］ 

 
世帯構成 

 単身世帯(世帯主のみ) 

世帯所得 

 世帯主 4,874,420 円 

固定資産税 

 世帯主 3,067,333 円 

 
世帯主 

60 代 
 

(65 歳以上) 
介護分なし 

   ・ 賦課額 ［現行］766,600円 → ［改定案①］485,800 円（△280,800円） 

                     ［改定案②］474,600 円（△292,000円） 

                     ［改定案③］459,700 円（△306,900円） 

 

 

 応能分と応益分の比率について 

 
現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

応 能：応 益 応 能：応 益 応 能：応 益 応 能：応 益 応 能：応 益 

医療分 69.09：30.91 57.48：42.52 56.12：43.88 53.73：46.27 50.76：49.24 

支援分 59.87：40.13 55.95：44.05 53.24：46.76 50.68：49.32 50.91：49.09 

介護分 48.31：51.69 54.74：45.26 50.41：49.59 50.88：49.12 49.65：50.35 

計 65.31：34.69 56.87：43.13 54.90：45.10 52.65：47.35 50.70：49.30 

 

※ 次期埼玉県国民健康保険運営方針では、応能応益割合が概ね 53：47となる見込みです。 
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 モデルケースによる国民健康保険税額のシミュレーション 

 〇 ケース１（単身世帯） 

 

 

世帯主の 
収  入 

年金 
100万円 

配偶者の 
収  入 

― 

世帯主の 
所  得 

年金 
  0円 

配偶者の
所  得 

― 

 
世帯主 

66 歳 
 

 

 
世帯所得 0円 

※ ７割軽減 
※ 介護分なし 

 
 

 ［固定資産税なし］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 9,900円 13,800円 14,400円 15,300円 16,700円 

現行税率との差 － ＋ 3,900円 ＋ 4,500円 ＋ 5,400円 ＋ 6,800円 

標準保険税率との差 △ 6,800円 △ 2,900円 △ 2,300円 △ 1,400円 － 
 

 ［固定資産税 10万円］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 19,900円 13,800円 14,400円 15,300円 16,700円 

現行税率との差 － △ 6,100円 △ 5,500円 △ 4,600円 △ 3,200円 

標準保険税率との差 ＋ 3,200円 △ 2,900円 △ 2,300円 △ 1,400円 － 

 

 

 〇 ケース２（２人世帯） 

 

 

世帯主の 
収  入 

年金 
180万円 

配偶者の 
収  入 

年金 
96万円 

世帯主の 
所  得 

年金 
 70万円 

配偶者の
所  得 

― 

 
世帯主 

66 歳 

 配偶者 

66 歳 
 

  

 
世帯所得 70万円 

※ ５割軽減 
※ 介護分なし 

 
 

 ［固定資産税なし］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 57,800円 72,600円 73,900円 75,700円 81,100円 

現行税率との差 － ＋ 14,800円 ＋ 16,100円 ＋ 17,900円 ＋ 23,300円 

標準保険税率との差 △ 23,300円 △ 8,500円 △ 7,200円 △ 5,400円 － 
 

 ［固定資産税 10万円］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 67,800円 72,600円 73,900円 75,700円 81,100円 

現行税率との差 － ＋ 4,800円 ＋ 6,100円 ＋ 7,900円 ＋ 13,300円 

標準保険税率との差 △ 13,300円 △ 8,500円 △ 7,200円 △ 5,400円 － 
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 〇 ケース３（３人世帯） 

 

 

世帯主の 
収  入 

給与 
300万円 

配偶者の 
収  入 

― 

 
世帯主 

50 歳 

  配偶者 

50 歳 
 

  

世帯主の 
所  得 

給与 
202万円 

配偶者の
所  得 

― 

  
 

 

子 

17 歳  
世帯所得 202万円 

※ ２割軽減 
※ 介護分：２名 

  
 

 ［固定資産税なし］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 276,300円 327,400円 329,100円 330,700円 348,100円 

現行税率との差 － ＋ 51,100円 ＋ 52,800円 ＋ 54,400円 ＋ 71,800円 

標準保険税率との差 △ 71,800円 △ 20,700円 △ 19,000円 △ 17,400円 － 
 

 ［固定資産税 10万円］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 286,300円 327,400円 329,100円 331,500円 348,100円 

現行税率との差 － ＋ 41,100円 ＋ 42,800円 ＋ 44,400円 ＋ 61,800円 

標準保険税率との差 △ 61,800円 △ 20,700円 △ 19,000円 △ 17,400円 － 

 

 

〇 ケース４（４人世帯） 

 

 

世帯主の 
収  入 

給与 
400万円 

配偶者の 
収  入 

― 

 
世帯主 

40 歳 

 配偶者 

35 歳 
 

 
 

 
世帯主の 
所  得 

給与 
276万円 

配偶者の
所  得 

― 
 

 

  
 

  

 
子 

10 歳 
 

子 

8 歳 
 世帯所得 276万円 

※ 軽減なし 
※ 介護分：１名 

  
 

 ［固定資産税なし］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 401,500円 483,300円 484,000円 487,800円 514,100円 

現行税率との差 － ＋ 81,800円 ＋ 82,500円 ＋ 86,300円 ＋112,600円 

標準保険税率との差 △112,600円 △ 30,800円 △ 30,100円 △ 26,300円 － 
 

 ［固定資産税 10万円］ 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

賦課額 411,500円 483,300円 484,000円 487,600円 514,100円 

現行税率との差 － ＋ 71,800円 ＋ 72,500円 ＋ 76,300円 ＋102,600円 

標準保険税率との差 △102,600円 △ 30,800円 △ 30,100円 △ 26,300円 － 
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単身世帯の所得ごとの賦課額（介護なし・固定資産税なし） 

所得額 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

0円 9,900円 13,800円 14,400円 15,300円 16,700円 

100万円  88,700円 102,300円 102,700円 103,300円 109,100円 

200万円 186,700円 201,300円 198,700円 195,300円 202,500円 

300万円 284,700円 300,300円 294,700円 287,300円 295,900円 

400万円 382,700円 399,300円 390,700円 379,300円 389,300円 

500万円 480,700円 498,300円 486,700円 471,300円 482,700円 

600万円 578,700円 597,300円 582,700円 563,300円 576,100円 

700万円  676,700円 696,300円 678,700円 655,300円 669,500円 

800万円  774,700円 795,300円 774,700円 747,000円 758,700円 

900万円 865,600円 870,000円 853,900円 812,000円 824,600円 

1,000万円 870,000円 870,000円 870,000円 870,000円 870,000円 

 

単身世帯の所得ごとの賦課額（介護あり・固定資産税なし） 

 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

0円 13,800円 18,000円 19,200円 20,100円 21,800円 

100万円  110,800円 129,600円 131,500円 132,400円 139,900円 

200万円 224,800円 252,100円 250,000円 247,400円 257,100円 

300万円 338,800円 374,600円 368,500円 362,400円 374,300円 

400万円 452,800円 497,100円 487,000円 477,400円 491,500円 

500万円 566,800円 619,600円 605,500円 592,400円 608,700円 

600万円 680,800円 742,100円 724,000円 707,400円 725,900円 

700万円  794,800円 864,600円 842,500円 822,400円 839,500円 

800万円  908,800円 965,300円 944,700円 917,000円 928,700円 

900万円 1,015,700円 1,040,000円 1,023,900円 982,000円 994,600円 

1,000万円 1,036,100円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 
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２人世帯の所得ごとの賦課額（介護なし・固定資産税なし） 

所得額 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

0円 18,900円 27,600円 28,800円 30,600円 33,500円 

100万円  87,200円 102,300円 102,700円 103,300円 109,100円 

200万円 216,700円 247,300円 246,700円 246,300円 258,400円 

300万円 314,700円 346,300円 342,700円 338,300円 351,800円 

400万円 412,700円 445,300円 438,700円 430,300円 445,200円 

500万円 510,700円 544,300円 534,700円 522,300円 538,600円 

600万円 608,700円 643,300円 630,700円 614,300円 632,000円 

700万円  706,700円 742,300円 726,700円 706,300円 725,400円 

800万円  804,700円 831,000円 817,900円 782,000円 798,500円 

900万円 870,000円 870,000円 870,000円 847,000円 864,400円 

1,000万円 870,000円 870,000円 870,000円 870,000円 870,000円 

 

２人世帯の所得ごとの賦課額（介護１人・固定資産税なし） 

所得額 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

0円 22,800円 31,800円 33,600円 35,400円 38,600円 

100万円  102,800円 122,600円 123,500円 124,400円 131,200円 

200万円 254,800円 298,100円 298,000円 298,400円 313,000円 

300万円 368,800円 420,600円 416,500円 413,400円 430,200円 

400万円 482,800円 543,100円 535,000円 528,400円 547,400円 

500万円 596,800円 665,600円 653,500円 643,400円 664,600円 

600万円 710,800円 788,100円 772,000円 758,400円 781,800円 

700万円  824,800円 910,600円 890,500円 873,400円 895,400円 

800万円  938,800円 1,001,000円 987,900円 952,000円 968,500円 

900万円 1,020,100円 1,040,000円 1,040,000円 1,017,000円 1,034,400円 

1,000万円 1,036,100円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 

 

２人世帯の所得ごとの賦課額（介護２人・固定資産税なし） 

所得額 現行税率 改定案① 改定案② 改定案③ 標準保険税率 

0円 26,700円 36,000円 38,400円 40,200円 43,800円 

100万円  109,300円 129,600円 131,500円 132,400円 139,900円 

200万円 267,800円 312,100円 314,000円 314,400円 330,200円 

300万円 381,800円 434,600円 432,500円 429,400円 447,400円 

400万円 495,800円 557,100円 551,000円 544,400円 564,600円 

500万円 609,800円 679,600円 669,500円 659,400円 681,800円 

600万円 723,800円 802,100円 788,000円 774,400円 799,000円 

700万円  837,800円 912,300円 896,700円 876,300円 895,400円 

800万円  951,800円 1,001,000円 987,900円 952,000円 968,500円 

900万円 1,033,100円 1,040,000円 1,040,000円 1,017,000円 1,034,400円 

1,000万円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 1,040,000円 

 


